
報告資料１ 

 

平成３０年度地域公共交通確保維持改善事業の事業評価 

 

１．趣旨説明 

本件につきましては、国土交通省が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助

金交付要綱に従い、平成３１年度（平成３０年度補正予算のため平成３１年度に繰

り越した事業を含む。本件はこの事業に該当。）に導入されたノンステップバス車両、

福祉タクシー車両（スロープ付きタクシー車両）及びユニバーサルデザインタクシ

ー車両に関して、所定の事業評価を行うものです。導入に際しては、第１８回藤沢

市地域公共交通会議において議決をされた生活交通改善事業計画（バリアフリー化

設備等整備事業）に基づいており、事業評価の結果は国土交通省に報告するととも

に、公表することになっております。 

 

２．平成３０年度地域公共交通確保維持改善事業（生活交通改善事業計画に基づく

事業）の結果 

・ノンステップバス車両 大型（車長９ｍ以上） ７台 

・ユニバーサルデザインタクシー車両   ２台 

 

３．平成３０年度地域公共交通確保維持改善事業評価結果に係る提出物 

・別添１ 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画

に基づく事業） 

・別添１－２ 事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について 

・平成３０年度 地域公共交通確保維持改善事業 

（参考） 

① 提出物は国土交通省が定める様式に、指定された方法等で記載したものです。 

② 別添１は、地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価実施細目に従い、評価対象事業

名及び①から⑥欄を記載しています。 

③ 別添１－２は、地域公共交通確保維持改善事業の実施と生活交通確保維持改善計画との関連

について示しており、第１８回藤沢市地域公共交通会議において議決された生活交通改善事

業計画の目的及び必要性について記載したものです。 

④ 「平成３０年度 地域公共交通確保維持改善事業」は、第１８回藤沢市地域公共交通会議に

おいて議決された生活交通改善事業計画に記載したとおりに記載したものです。 

 

４．参考資料 

・生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）「平成３０年度 ノンス

テップバス導入促進計画」の写し 

・生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）「平成３０年度 藤沢市

福祉タクシー車両及びユニバーサルデザインタクシー導入促進計画」の写し 

（参考） 

① 参考資料は、第１８回藤沢市地域公共交通会議（平成３１年２月１３日）において議決され

た生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）の写しです。 

以 上  



別添１

令和２年７月　日

協議会名： 藤沢市地域公共交通会議

評価対象事業名： バリアフリー化設備等整備事業

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

④事業実施の適切性

Ａ

⑤目標・効果達成状況

事業が概ね計画どおり実施さ
れ、利用者の移動の円滑化・利
便性の向上が図られたことか
ら、引き続き事業を進める。

事業が概ね計画どおり実施さ
れ、利用者の移動の円滑化・利
便性の向上が図られたことか
ら、引き続き事業を進める。

神奈川中央交通（株）
江ノ島電鉄（株）

ノンステップバスの導入 Ａ

令和2年度までに約70％と
する目標に向け、7台導入し
た。（ノンステップバス車両
割合は約60％）

藤沢市域内のノンステップバ
ス車両の割合を令和2年度まで
に約70％とする目標に反映。

藤沢市域内のＵＤタクシー車
両を令和2年度までに32台とす
る目標に反映。

令和2年度までに32台とす
る目標に向け、2台導入し
た。（UDタクシー車両は11
台となった）

神奈中ハイヤー（株）
相模交通（株）
（株）ミナミ商会
藤沢タクシー（株）

ＵＤタクシーの導入
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

Ａ Ａ



地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　市内では高齢化が進み、病院や福祉施設周辺の道路、駅施設などの公共施設におけるユニバーサル化、交通安全
対策の推進と併せて、公共交通車両のバリアフリー化を進めることが重要と考えられます。このことから、施設のバリ
アフリー化と併せ、バス事業者と連携したノンステップバス及びタクシー事業者と連携したＵＤタクシーの導入を促進し
ます。

別添１－２

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

令和２年７月　日

協議会名： 藤沢市地域公共交通会議

評価対象事業名： バリアフリー化設備等整備事業



平成３０年度 地域公共交通確保維持改善事業 地域公共交通バリア解消促進
バリアフリー化設備等整備偉業

●藤沢市交通マスタープランにより、ノンステップバス、ＵＤタクシーの導
入を促進

●ノンステップバス・リフト付きバスの導入率は約48％（H29年度末現在）
●ＵＤタクシーの導入台数は、６台（H29年度末現在）

経緯 設備の現況

市内では少子・高齢化が進むみ、病院や福祉施設周辺の道路、
駅施設などの公益施設におけるユニバーサル化、交通安全対策
の推進と併せて、公共交通車両のバリアフリー化を進めることが
重要と考えられます。このことから、施設のバリアフリー化と併せ、
バス事業者と連携したノンステップバス及びタクシー事業者と連
携したＵＤタクシーの導入を促進します。

目的・必要性

【ノンステップバス】[目標]平成２９年度時点、藤沢市域では、１０３台のノンステップバス車両が運行され、バリアフリー（ノンステップバス、リフト
付バス）車両の導入割合は約４８％となっている。移動円滑化の全国的な目標では、平成３２年（令和２年）までに約７０％のノンステップバス車
両の導入を目指していることから、バス事業者の車両更新台数にあわせて、ノンステップバス車両の導入を促進していきます。[効果]ノンステッ
プバス車両を増加させることで、バスの乗車がこれまで難しかった車イス等の利用者等の利用者増加が見込まれる。
【ＵＤタクシー】[目標]平成２９年度時点、藤沢市域では、６台のＵＤタクシー車両が導入されている。移動円滑化の全国的な目標では、平成３２
年（令和２年）までに約２万８千台の福祉タクシー車両の導入を目指していることから、藤沢市域内のＵＤタクシー車両を藤沢市交通アクション
プランに基づき３２台の導入を目指していきます。[効果]ＵＤタクシー車両を増加させることで、従来タクシー車両での外出が困難となっていた

車イス利用者等の利用が見込まれるとともに、誰にでも利用しやすい車両の増加は、高齢者や障がい者の外出機会を増やす効果が期待され
る。

目標・効果

●ノンステップバス ２０台導入
神奈川中央交通（株）：大型（９ｍ以上）１１台
江ノ島電鉄（株） ：大型（９ｍ以上） ９台
●スロープ付きタクシー車両 ２台導入
神奈中ハイヤー（株）：２台
●ＵＤタクシー ５台導入
相模交通（株） ：１台
（株）ミナミ商会 ：３台
藤沢タクシー（株）：１台

事業の概要

藤沢市地域公共交通会議
路線バス事業者 ２社
タクシー事業者 ４社

協議会名・補助対象事業者名

ノンステップバスの導入、ＵＤタクシーの導入

事業内容

・神奈川県県土整備局都市部交通企画課・藤沢市計画建築部
・(社)神奈川県ﾀｸｼｰ協会相模支部藤沢地区会
・神奈川中央交通株式会社・江ノ島電鉄株式会社
・藤沢警察署・藤沢北警察署
・神奈川県交通運輸産業労働組合協議会
・関東運輸局神奈川運輸支局
・神奈川県県土整備局藤沢土木事務所・藤沢市道路河川部
・市民・東洋大学教授・特定非営利活動法人のりあい善行

協議会構成員














